
第1１回渋川地区市町村合併協議会会議録

日 時 平成１７年１１月２日（水）

午後２時００分～３時１０分

場 所 渋川プリオパレス

渋川地区市町村合併協議会
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１ 出席及び欠席委員等

□出席委員等（委員４４名・参与４名）

役職名 委員区分 氏 名 備 考 出 欠

会 長 木 暮 治 一 渋川市長 出

副会長 １号委員 村 尾 隆 史 伊香保町長 出

(市町村長) 小 野 利 治 小野上村長 出

阿久津 貞 司 子持村長 出

永 井 良 一 赤城村長 出

木 村 榮 一 北橘村長 出

委 員 ２号委員 桑 島 保 男 渋川市助役 出

（助役） 宮 本 金 男 伊香保町助役 出

野 村 哲 男 小野上村助役 出

信 澤 明 子持村助役 出

都 丸 芳 雄 赤城村助役 出

塩 谷 勝 巳 北橘村助役 出

３号委員 宮 下 宏 渋川市議会議長 出

(議会議員) 大 島 勝 昭 渋川市議会選出議員 欠

小 林 雅 夫 渋川市議会選出議員 出

小 池 春 雄 伊香保町議会議長 出

中 澤 広 行 伊香保町議会選出議員 出

塩 野 光 弘 伊香保町議会選出議員 出

角 田 皇 小野上村議会議長 出

平 方 嗣 世 小野上村議会選出議員 出

佐 藤 兵 造 小野上村議会選出議員 出

埴 田 彦一郎 子持村議会議長 出

飯 塚 貴美夫 子持村議会選出議員 出

石 倉 一 夫 子持村議会選出議員 出

角 田 一 民 赤城村議会議長 出

望 月 昭 治 赤城村議会選出議員 出

狩 野 富 雄 赤城村議会選出議員 出

狩 野 義 雄 北橘村議会議長 出

南 雲 鋭 一 北橘村議会選出議員 出

吉 田 利 治 北橘村議会選出議員 出
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役職名 委員区分 氏 名 備 考 出 欠

委 員 ４号委員 浅 見 雄 一 渋川市自治会連合会会長 欠

(学識経験者) 町 田 久 渋川商工会議所会頭 出

廣 田 勝 次 渋川市農業委員会会長 出

高 橋 太 郎 伊香保町商工会会長 出

大 澤 歳 男 伊香保町社会福祉協議会会長 出

木 暮 敞 治 小野上村商工会会長 出

村 上 嶋 男 小野上村農業委員会会長 出

佐々木よし子 小野上村レディースクラブ会長 出

飯 塚 重 雄 子持村自治会長連絡協議会会長 出

生 方 大 吉 子持村商工会会長 出

島 村 恒 夫 子持村農業委員会会長 出

狩 野 重 雄 赤城村商工会会長 欠

狩 野  司 赤城村農業委員会会長 出

田 村 宗 一 赤城村区長会会長 出

柴 﨑 一 夫 北橘村区長会会長 欠

中 村 亮 典 北橘村商工会会長 出

小 泉 隆 雄 北橘村農業委員会会長 出

５号委員 桜 井 芳 樹 渋川地区医師会会長 出

(市町村共通学 戸 所 隆 高崎経済大学地域政策学部教授 欠

識経験者) 小 野 宇三郎 出

参 与 角 田 登 群馬県議会議員 出

大 林 喬 任 群馬県議会議員 欠

真 下 誠 治 群馬県議会議員 欠

内 山 幸 光 渋川行政事務所長 出

亀 井 勝 男 北群渋川農業協同組合代表理事組合長 出

三 田 善一郎 赤城橘農業協同組合代表理事組合長 出

監 査 阿久澤 明 子持村監査委員 －

委 員 田 子 玲 子 赤城村監査委員 －
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□市町村合併担当課長等

市町村名 氏 名 備 考 出 欠

渋川市 諸 田 章 企画課長 出

伊香保町 石 坂 實 政策調整課長 出

小野上村 平 方 敏 治 企画観光課長 出

子持村 後 藤 光 好 企画課長 出

赤城村 樺 澤 常 雄 企画課長 出

北橘村 町 田 進 企画財政課長 出

□事務局職員

職 名 氏 名 出 欠 職 名 氏 名 出 欠

事務局長 吉 原 康 之 出 第一調整Ｇ 萩 原 一 夫 出

事務局次長 五十嵐 研 介 出 狩 野 雅 弘 欠

総務Ｇ 福 島 泰 利 出 飯 塚 玄 浩 欠

寺 島 剛 出 土 屋 輝 夫 欠

田 中 光 一 出 第二調整Ｇ 高 橋 喜太郎 欠

計画Ｇ 藤 岡 孝 広 出 狩 野 輝 夫 欠

笹 原 浩 欠 灰 田 幸 治 出

金 井 裕 昭 欠 矢 島 啓 邦 出

須 田 茂 之 出 推進Ｇ 立 見 俊 幸 欠

田 中 和 彦 欠

加 藤 修 出

木 村 毅 出

□傍聴人

区 分 人 数 備 考

報道関係者 社 名

一 般 ５名

合 計 ５名
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２ 会議に付した案件

□報告事項

報告第36号 渋川地区市町村合併協議会委員の変更について

報告第37号 新市の市章について

報告第38号 協議項目24-8「保健衛生事業の取扱い」について

報告第39号 協議項目24-10「交通関係事業の取扱い」について

報告第40号 協議項目24-12「各種福祉制度の取扱い」について

報告第41号 協議項目24-14「農林水産関係事業の取扱い」について

□協議事項

議案第25号 協議項目24-15「商工・観光関係事業の取扱い」の変更について

□その他

(1) 次回会議予定について
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開 会 （午後２時００分）

事務局次長（五十嵐研介君） 定刻となりましたので、ただいまから第11回渋川

地区市町村合併協議会を開催させていただきます。

まず初めに、会長であります木暮渋川市長よりごあいさつを申し上げます。

会長（木暮治一君） どうも皆さん、こんにちは。

本日は、委員の皆様には大変ご多用のところ協議会に出席を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。本日は、先ほど申し上げましたように第11回の協

議会ということでありまして、８月末の開催以来２カ月ぶりの協議会であります。

この間におきまして、北橘村の木村村長さんにおかれましては10月19日の任期

満了に伴います改選に当たりまして、引き続き村政を担うことが住民の皆さんに

信任されまして、無投票で当選をされました。改めまして皆さんとお祝いを申し

上げたいと思います。

さて、新市誕生まで４カ月を切り、ちょうど110日となったところでありま

すけれども、本日の議題にあります新市の市章につきましては、多くの皆様から

のご応募をいただいた中から小委員会の審査を経て、先般の正副会長会議で一つ

の作品を選定させていただきましたので、後ほどご報告申し上げたいと思います。

本日の協議項目につきましては、「保健衛生事業の取扱い」外４件についてご

協議をお願いすることにしております。

簡単ではありますが、開会に当たりましてのごあいさつといたします。よろし

くお願いいたします。

事務局次長（五十嵐研介君） ありがとうございました。

それでは、ただいまから次第に基づきまして議事に入らせていただきますが、

会議録作成上、ご質問等がある場合には、マイクをお持ちいたしますので、市町

村名とお名前を述べていただいてからご発言をお願いいたします。

会議の議長につきましては、本協議会規約第11条第２項の規定によりまして

会長が議長になることとされておりますので、会長に議事進行をお願いいたしま

す。

なお、本日は4４人の委員さんにご出席をいただいております。委員定数50人

の半数以上の出席となりますので、協議会規約の定めによりまして会議が成立し

ておりますことを申し添えいたします。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） それでは、しばらくの間議長を務めさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。

まず最初に、会議録署名人でありますが、協議会会議運営規程に基づきまして、

議長が指名することになっております。各市町村の特別職にお願いすることとし
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ておりますので、前回は赤城村の都丸助役さんにお願いいたしましたので、名簿

順によりまして今回は北橘村の塩谷助役さんにお願いしたいと思います。

それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。

次第の３、報告事項、報告第36号 渋川地区市町村合併協議会委員の変更に

ついてを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

報告第36号 渋川地区市町村合併協議会委員の変更について

事務局長（吉原康之君） それでは、資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。報告第36号 渋川地区市町村合併協議会委員の変更について報告するも

のであります。

以下の表にありますように、まず３号委員におきまして赤城村の岩崎委員から

望月委員に、４号委員におきましては子持村の小澤委員から島村委員に、備考欄

にあります職の任期満了等に伴いましてそれぞれ変更となったものであります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりましたが、ここで新しい委員さんに自

己紹介をお願いしたいと思います。

最初に、赤城村議会議員であります望月委員さんからお願いをいたします。

委員（望月昭治君） ただいまご紹介いただきました赤城村の望月昭治でございま

す。皆様方と足並みをそろえた中に新市に向かって進んでいきたいと思いますの

で、微力ではございますが、皆様方とともに足並みそろえていきますので、よろ

しくお願いいたします。

議長（木暮治一君） ありがとうございました。

続きまして、子持村農業委員会会長であります島村委員さんにお願いいたしま

す。

委員（島村恒夫君） ただいまご紹介にあずかりました子持村農業委員会長の島村

恒夫でございます。合併協議会というものを、まず皆さん方から発行されていま

す市町村広域だより、それによって知ることで、それ以外のことはまず何もわか

らないので、今後よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） ありがとうございました。

それでは、新しい委員の皆様にはよろしくお願いをいたします。

それでは次に、報告第37号 新市の市章についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。
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報告第37号 新市の市章について

事務局長（吉原康之君） それでは、資料の３ページをお願いいたしたいと思いま

す。報告第37号 新市の市章について報告するものであります。

５ページをお願いいたします。新市の市章といたしまして、ごらんのものに決

定したわけでありますが、詳細を説明する前に選考の経過等をご説明いたしたい

と思いますので、６ページをお願いいたします。

（２）の市章デザイン決定までの経過でありますが、まず冒頭にありますよう

に本年の４月27日の第８回協議会におきまして、新市の市章選定小委員会の設

置について確認をしていただきました。その後、５月20日に第１回の小委員会

を開催いたしまして、募集要項等の協議をしていただきました。この要項等に基

づきまして、６月１日から７月29日までの２カ月間にわたりまして募集をいた

しましたところ、既にご報告いたしておりますように全国から756件の応募があ

りました。この中から、８月２日とありますところでありますが、デザイナーに

よる分類、選考等を行っていただき、50作品を選考いたしました。さらに、８

月15日のところにありますようにアドバイザーによりまして類似商標等の調査

を行いまして、50作品から９作品を選考いたしました。以上を踏まえまして、

10月の８日に第２回小委員会を開催していただきまして、まず９作品の中から

５作品を選考していただきまして、さらにこの５作品の中から市章候補作品３作

品を選考いたしました。この３作品につきまして、10月27日に開催をされまし

た第19回正副会長会議におきまして検討していただきまして、後ほど説明いた

します最優秀作品１作品を決定していただきました。この結果、最下段でありま

すが、本日の報告となったわけであります。

５ページにお戻りいただきたいと思います。新市のデザインは、先ほど申し上

げましたように全国各地から756点の応募作品がありまして、その中からごらん

いただいている作品が最優秀賞となり、新渋川市の市章として採用することに決

定をいたしました。デザインは、ただいま申し上げましたようにごらんのとおり

でありますが、この作品の応募者でありますが、三戸部謙吉様でありまして、住

所は長野県上田市であります。デザインの趣旨でありますが、記載のとおりであ

りますが、読み上げてみますと、「「Ｓ」の文字と赤城山・榛名山・利根川などの

地勢をモチーフに、［やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち］と未来を

見つめ、協調発展する姿を表現しています。中央の円はその活力、集中力をも表

すと共に［日本のまんなか へそのまち］をも表しています。」

次に、優秀作品でありますが、４名の方でありまして、４名の方のお名前を申

し上げますと、まず髙野未知子様、群馬県北橘村の方であります。それから、栗
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山照州様、福岡県福岡市の方であります。それから、伊藤也寸史様、岐阜県多治

見市の方であります。最後になりますが、三好健一様、福岡県福岡市の方であり

ます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） 説明が終わりましたが、報告第37号につきましてご質問等

ございましたらお願いをいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） 質疑もないようでありますので、お諮りをいたします。

報告第37号につきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご異議ございませんので、報告第37号は原案のとおり承認

されました。

続きまして、報告第38号 協議項目24―８「保健衛生事業の取扱い」につい

てを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

報告第38号 協議項目24-8 「保健衛生事業の取扱い」について

事務局長（吉原康之君） 資料の７ページをごらんいただきたいと思います。報告

第38号 協議項目24―８「保健衛生事業の取扱い」について、別紙のとおり報

告するものであります。

９ページをお願いいたします。まず、上段左側の調整方針でありますが、調整

方針にありますように成人検診及び母子保健事業については、いずれも新市にお

いて調整をし、統一的に実施するとなっておりますが、その後調整を進め、右側

にありますように以下の表のとおり新市において実施することにいたしました。

表では、左側に現況を、右側に調整結果を踏まえまして新市において実施する事

業を整理をしたものであります。地域別に丸印をつけてありますが、それぞれ実

施することをあらわしてあります。また、表の最後の２行の事業については、他

の事業へ移行することから、あるいは事業実施上問題があり、廃止するもの等に

ついては、それぞれ記載の理由からそのような整理をしたものであります。

このページから13ページにわたりまして、ただいま説明を申し上げましたよ

うに同じ整理をしておりますが、少しページを飛ばしまして15ページをお願い

いたします。参考資料であります。ここでは、ただいまの保健事業につきまして

事業調整の基本的な考え方を初め、事業実施の方法や調整の結果等について整理

をしておりまして、これによって調整結果をどのようにしてまとめたかを説明し
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たいと思います。

まず、１の基本的な考え方でありますが、要旨を申し上げますと、（１）では

現在の６市町村の事業を基本に事業を統一的に実施すること。（２）では、ただ

いまの（１）を踏まえまして、全体的には事業が相当増加することから、本庁に

職員を集中的に配置し、チーム編成による効率的な事業対応をしていくこと。

（３）でありますが、各支所の保健センターにつきましては、（２）で申し上げ

ましたとおりチーム編成により本庁とほぼ同様の事業を実施し、利用していくこ

とにしております。最後の（４）では、支所におきましてただいま説明いたしま

した保健事業のほか支所に保健師１名を配置し、保健及び福祉全般にかかわる住

民サービスを提供していくことにしております。支所の体制については、現在整

理中でありまして、保健師ただいま１名と申し上げましたが、専門職としては保

健師１名ということでありまして、事務職については現在整理中であるというこ

とをご理解いただきたいと思います。

次に、２の組織でありますが、既に説明をいたしておりますように健康管理課

を本庁の保健センターに、支所には先ほど申し上げました健康福祉課を配置する

ことにしておりますが、職員体制につきましては先ほど説明いたしましたとおり

保健師１人の配置を含め、一般事務職員等の人数については今後整理をすること

になっております。

３の保健センターで実施する事業でありますが、要約して説明いたしますと、

（１）の成人病検診につきましては、事業は統一的に各支所の保健センターで実

施をいたします。なお、廃止する事業もありますが、本文最後の５行のところで

整理をしておりますように、北橘村等でこれまで実施している記載の婦人検診を

事業名を変更いたしまして、また腹部超音波検診をそれぞれ全市に拡大をして実

施することにしております。（２）は、記載のとおりでありまして、（３）の母子

保健についてでありますが、16ページをお願いしたいと思います。表につきま

しては、各市町村の年間出生数の推移を整理したものであります。渋川市の出生

数と最下段の町村の計を合計いたしますと、６市町村では数字は整理してありま

せんが、平成15年度では664人、16年度では721人、17年度が675人という

ようなことでありまして、横ばいというような状況で推移をしております。

事業について、19ページをお願いしたいと思います。これは、母子保健事業

につきまして６市町村の現況と調整方針について詳細に整理をした資料でありま

す。表の左側の１）から３）につきまして説明いたしますと、まず渋川市では３

カ月児、それから７カ月児、１歳児健診をそれぞれ区分をして実施しております。

他の町村では、例えば伊香保町の欄にありますように同町では３カ月児から４カ

月児、７カ月児から８カ月児、11カ月児から12カ月児をそれぞれ同一の日程で

年６回健診をしております。これにつきましては、ごらんいただけるように他も
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おおむね同様で実施をされておりますが、これらを表の一番右側になりますが、

この時期の乳幼児につきましては成長が非常に早いということでありますので、

成長に合わせた健診が非常に重要だとされております。そういったことから、今

回調整の前提としてはできるだけ事業を拡大し、それぞれ対応していくというふ

うな、こういうことでありまして、基本的には渋川市の方式に合わせて調整をい

たしました。

ただ、事業がただいま申し上げましたようにかなり拡大されますことから、健

診会場や実施の方法等につきましてはかなりの工夫が必要になります。つまり保

健師等の体制は現況と一部包括支援センター等では変わりますが、健康管理の面

では全く体制が変わらないという状況にありまして、そういった人員をもとに対

応するというようなことになりますと、繰り返しになりますが、かなりの工夫が

必要になるわけであります。まず、３カ月児健診及び７カ月児健診につきまして

は、全市域を対象に渋川保健センターで実施することにいたしました。そして、

１歳児健診につきましては記載のとおり渋川・伊香保地区、それから子持・小野

上地区、赤城・北橘地区の三つの健診会場に分かれまして、かつ健診内容につき

ましても以下にありますように１歳６カ月児健康診査から３歳児健康診査を、実

施の方法は健診会場によってやや異なりますものの、実質的には同様にして行っ

ていくことにいたしました。

21ページをお願いいたします。やや細かい実務的な資料となっておりますが、

このページから32ページにわたりまして、ただいま申し上げました調整結果を

もとに、平成18年度にただいまの調整結果の事業をする場合にどんな対応にな

るかというようなことで、本庁、支所別の月ごとの健診スケジュールを詳細に整

理をした資料であります。

内容については説明を省略いたしますが、33ページをお願いいたします。こ

れは、保健事業に係る住民の自己負担額等について整理をいたしたものでありま

す。新市の自己負担額につきましては、やや見にくい表となっておりますが、お

おむね表の中央に記載のとおりでありまして、これらはこれまでの各市町村の状

況や国の徴収基準というのが網かけで右の方にありますが、そういったものを参

考にいたして案をまとめたものであります。検診の内容別に見ますと、これまで

の負担額とやや相違が見られますが、全体的にはほぼ現状と同様の負担額となっ

ているというようなことで整理をしたものであります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりましたが、報告第38号につきまして

ご質問等ございましたらお願いいたします。

委員（村上嶋男君） 小野上の村上ですけど、伊香保と小野上は実施しないで渋川

と子持に一緒に健診するということですけど、幼児の場合には共稼ぎで出ている
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人が多くて、おじいさん、おばあさんが子守しているケースが多いんで、子持ま

で連れていくということは大変になるんだと思います。それから、地方の地区で

不便なところにいるので、ぜひ今までどおり保健所で健診できるよう図ってもら

いたいと思います。

事務局長（吉原康之君） １点訂正をまずさせていただきます。19ページで会場

の数を申し上げましたが、私が渋川・伊香保地区、それから子持・小野上地区、

それから赤城地区、北橘地区とあったのを「三つの会場」でと申し上げましたが、

「四つの会場」でありますので、よろしくお願いしたいと思います。

ただいまのご質問でありますが、先ほども申し上げましたとおり今回渋川市の

事業に合わせてということで基本に整理をいたしました。それから、今まで北橘

村等で実施をいたしておりましたわかば検診等につきましては、これを全市に広

げるというようなことでかなりの事業拡大になりました。これにつきましても、

先ほど申し上げましたとおり保健師の体制が現状と全く変わらない状況で対応し

ていくという、そういう状況になるというようなことでお話し申し上げましたが、

そういったことを前提にいたしますと、会場につきましては先ほども説明いたし

ましたとおりこういうことで対応していかないと、事業量の拡大とそれから健診

会場の調整ということを前提にいたしますと、こういう調整で対応せざるを得な

いのかなということでありますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

事務局長（吉原康之君） それと、補足をしてもう少し説明をさせていただきます

と、お話にもありましたお年寄りの方が場合によってはという、こういうお話も

ありました。ただ、調整の中では保健師さんの専門部会を設けて検討していただ

いたわけでありますけれども、そういう中では母親の声といいますか、渋川市で

病院等にかかったついでにむしろ渋川市なり、そういうところの会場で対応がで

きる方が便利だというような、そういう声も大分あるというようなことで保健師

さんのプロジェクトの中では議論があったというふうなことで聞いておりまし

て、そういうことも今回会場をこういうことで統一をさせて対応していただくよ

うなことの整理となったというような前提になっておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

委員（村上嶋男君） 経費削減とか言っているけど、健康診断とかそういうのには

経費削減とかでなく、ほかに削減するところがあって、こういう健康診断とか、

そういう方にはぜひ不便の地区まで出かけてやってもらうようお願いいたしま

す。

事務局長（吉原康之君） 今経費の節減という、こういうお話ありましたが、先ほ

ども申し上げましたとおり事業をかなり拡大する話でありますので、全く経費の

節減とは逆でありましてですね、これはかなり、概算でありますけれども、平成
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17年度と18年度予算の見込みを比較いたしますと、平成18年度見込みはです

ね、3,029万3,000円ほどになりますが、この調整で平成18年度予算計上いた

しますと3,700万程度になりまして、結果的には700万程度経費的にはふえる

わけでありまして、そういう経費の節減ということで整理をしたわけではありま

せんので、むしろ事業の拡大といいますか、同じ住民になるわけでありますから、

住民の方に同じサービスが受けられるような調整をしたということで経費の点を

申し上げましたが、そういったことでありますので、そういうご理解をよろしく

お願いしたいと思います。

議長（木暮治一君） 先ほど事務局長がお答えいたしましたように、３カ月健診で

あるとか７カ月健診というものに限っては渋川の保健福祉センターでということ

でありまして、他の多くの方々の検診につきましてはそれぞれの地域の保健セン

ターにおいて行うというふうなことで説明があったと思います。いろんな角度か

ら検討いたしました結果、そういう結論が出されまして、子供を育てるというこ

との中で幼児の健診につきましてはやはり恐らく母親がついてくるという、そう

いうことであると思います。ふだんにおきましては保育所なり、おばあちゃん、

おじいちゃんにお願いすることもあろうかと思いますけれども、健診については

恐らくお母さんがついてきてくれるのだろうという、そういう形の中でいろんな

方々との接触もありますし、そういった観点からお母さん方の希望に、先ほども

説明がありましたようにお母さん方もできたらその方がいいんですよというふう

な保健師さんの方々へのお話の中で出されていたようでありますので、ご理解い

ただきたいと思います。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ほかにご質問ないようでありますので、お諮りをいたします。

報告第38号につきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご異議ございませんので、報告第38号は原案のとおり承認

をされました。

次に、報告第39号 協議項目24―10「交通関係事業の取扱い」についてを

議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

報告第39号 協議項目24-10 「交通関係事業の取扱い」について

事務局長（吉原康之君） 資料の35ページをごらんいただきたいと思います。報
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告第39号 協議項目24―10「交通関係事業の取扱い」について、次のとおり

報告するものであります。

これにつきましては、以下の表にありますように調整済みでありますが、その

うちの２につきましては合併時に統一するとしておりましたが、その後調整を進

めた結果、表外にありますようにバス利用促進対策につきましては高齢者の足を

確保するため渋川市の例により65歳以上の市内在住者に群馬県共通バスカード

及び回数券購入費用の一部を補助するものとするものであります。

37ページをお願いいたします。上段にあります調整方針等につきましては、

ただいまご説明申し上げましたとおりでありますが、現況の渋川市の欄にありま

すようにやや詳細な資料となっておりますが、上の段に市の補助額というのがご

ざいます。この金額をごらんいただきますと、1,350円となっておりまして、制

度を実施しております赤城村及び北橘村の同様に整理をしております補助額をご

らんいただきますと、750円であります。先ほど申し上げましたように渋川市に

合わせることにしたことから、市の補助額は増加するものの結果的には利用者の

負担が減るという、そういう調整であります。

39ページをお願いいたします。これは、ただいま説明いたしました調整結果

をもとに財政影響額を試算した資料でありまして、これまで制度がなかった伊香

保町、小野上村、子持村も含めまして制度の拡大をいたしますことから、表につ

きましても詳細な説明は省略いたしますが、表外にありますように新市における

財政影響額は205万円ほど増加になるというようなことであります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりましたが、報告第39号につきまして

ご質問等ございましたらお願いします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご質問もないようでありますので、お諮りをいたします。

報告第39号について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご異議ございませんので、報告第39号は原案のとおり承認

されました。

次に、報告第40号 協議項目24―12「各種福祉制度の取扱い」についてを

議題といたします。

事務局の説明をお願いいたします。

報告第40号 協議項目24-12 「各種福祉制度の取扱い」について

事務局長（吉原康之君） 資料の41ページをごらんいただきたいと思います。報
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告第40号 協議項目24―12「各種福祉制度の取扱い」について、別紙のとお

り報告するものであります。

43ページをお願いいたします。本事業の取り扱いにつきましては、上段の調

整方針の欄にありますように、平成16年４月28日の任意合併協議会におきまし

て記載のとおり決定をしていただいたものでありますが、このうちアンダーライ

ンのある１の（２）、障害者福祉・高齢者福祉等につきましては、この各種制度

につきましては記載のとおり新市において調整するとされておりました。その後

検討を進めた結果、以下の表に整理をいたしましたとおりまとまりましたもので、

ご報告するものであります。

まず、表の見方についてご説明申し上げますと、表の左側の方に項目とありま

す。この覧をごらんいただきますと、ここに事業名がまず記載してあります。そ

の右の欄に６市町村の現況を整理をしております。さらにその右の欄になります

が、調整結果の欄でありますが、新市における対応を示しておりまして、このよ

うな対応とする理由を事業ごとにそれぞれ整理をいたしております。その内容で

ありますが、共通的な内容を申し上げますと、新市における対応といたしまして、

調整の具体的な内容として整理をしたものであります。表外のやや右の方になり

ますが、凡例があります。丸や三角等で事業の継続実施、あるいは廃止等をそれ

ぞれ示したものであります。

それでは、１の合併時に廃止する事業でありますが、先ほど申し上げましたと

おり廃止の理由につきましてはそれぞれ右側の調整の具体的内容欄に記載のとお

りでありますが、共通的な理由として、１、市町村でしかこれまで実施していな

かったもの、それから既に当初の目的が達成されたもの、他の事業に振りかえる

ことができる、そういった事業を廃止することにいたしました。このページでは

記載の９事業が廃止となります。

45ページをお願いしたいと思います。このページもただいま申し上げました

廃止する事業でありまして、このページでは16事業が廃止となりまして、合計

では25の事業が廃止となります。このページは、先ほど申し上げました廃止の

事業を引き続き整理したものでありまして、合計では、繰り返しになりますが、

廃止の事業はこのページの事業を合わせますと25の事業となります。

次に、47ページをお願いいたします。表頭にありますように２の現行のとお

り実施する事業であります。これまで６市町村で共通的に実施している事業、例

えば福祉作業所など共通的ではない施設もあるわけでありますが、こういったも

のにつきましては事業を拡大して実施する必要があるということで、合併後も実

施するというような整理をいたしました。それから、事業の統合等を図りまして

現行のとおり実施する事業ということでも、存続ということで整理をいたしたも

のでありまして、このページから51ページにわたって同様の整理をしておりま
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す。

51ページをお願いいたします。上段の表につきましては、ただいま申し上げ

ました現行のとおり実施するということで整理をした事業の続きでありまして、

先ほど申し上げました継続して実施する事業につきましては、このページの事業

も含めまして合計で43事業につきましては事業の拡大、あるいは現行の事業を

そのまま継続して実施するということで整理をいたしております。

次に、中段からやや下にあります３の合併時に統合または再編する事業であり

ますが、基本的にはただいま申し上げました２の事業と同様に新市において引き

続き事業を実施していくことにしている事業であります。共通的に実施されてい

た事業であっても内容が市町村で異なっていたもの、それから町村においてはこ

れまで県の事業として実施されていたもの、それから事業を拡大するもの、そう

いった理由から統合、再編を図る事業でありまして、先ほどと同様にこのページ

から59ページにわたって整理をいたしておりますが、55ページをごらんいただ

きたいと思います。

表の後段になりますが、19に児童福祉という項目があります。それの冒頭に

あります１―５というところでありますが、出生祝金でありまして、現況の丸印

をごらんいただきますと、伊香保町、小野上村、それから赤城村で現在実施をさ

れております。これにつきましては、統合いたしまして全市に拡大して実施する

ということで、調整方針の欄にありますように合併時に再編をいたしまして、調

整結果、具体的内容の欄でありますが、合併時から統一的に実施をし、具体的な

話で申し上げますと、第２子以上が出産したときには１人につき10万円を保護

者に支給するという、そういう調整結果で整理をいたしたものであります。

59ページをお願いいたします。ただいま申し上げました合併時に統合または

再編する事業につきましては、このページの事業も含めまして合計では82事業

となります。

61ページをお願いいたします。表頭にありますように４の合併後に統合また

は再編する事業でありますが、ただいまの３の場合とほぼ同様の理由によって整

理をいたしておりますが、合併後といたしましたのは、内容の調整に時間がかか

るものの他の事業との調整が必要なものなど、そういった理由から合併後に調整

というようなことで整理をしたものであります。

このページの16事業と、次の63ページをお願いいたします。63ページの事

業、ただいま61ページで申し上げました事業と合わせますと24事業となります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりましたが、報告第40号についてご質

問等ございましたらお願いします。

委員（大澤歳男君） 伊香保町の大澤歳男と申します。
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福祉事業の合併時に即廃止というふうなことで、廃止の理由はですね、１町の

みの事業であるから廃止するというようなことで、市町村有施設利用券の事業の

ですね、例えば伊香保町の寿カードの券につきまして、即廃止というふうなこと

でなく、やはり１市１町４カ村ではですね、その地域の特性やまた文化の違い、

いろいろそういうふうなことを考えてそれぞれの市町村が独自にいろいろ事業を

推し進めてきたわけでございますが、この伊香保町のですね、寿カードにつきま

してちょっと説明をさせていただきたいと思うんですが、これは伊香保町の石段

の湯の65歳以上の高齢者並びに身障者の方がですね、無料で温泉に入れる石段

の湯、それとロープウエーをですね、これも利用券を無料にする、それと蘆花記

念文学館のですね、入館料も寿カードを提示することによって無料に伊香保町と

しては実施しておったわけでございます。ご案内のとおり伊香保町は、1576年

の石段の町がですね、町として形成されて以来440年という長い間観光地として

温泉町として栄えてきたわけでございます。いっときによればですね、９割方観

光事業に従事されたその町村において、皆さんもご案内のとおり伊香保町へ来て

朝晩浴衣を着てですね、町内を散策しても少しも異論のないような不自然のない

ような、そういう観光温泉地でございます。そういうことにおいて、伊香保ので

すね、石段の湯も30年来無料だったわけでございますが、今現在平成17年、平

成15年のですね、時の町長が石段街改修のために費用がかかるので、その当時

入浴料が300円だったんですけれども、町内のその寿カードにつきましては

100円をぜひ利用税としてお支払い願いたいと。それで、石段街の温泉のですね、

施設ができ上がり次第６カ月ぐらいたったら無料に戻すのでというような説明が

区長会で説明がありました。しかし、その後皆様ご承知のとおり町長が３人かわ

りまして、でき上がった後ですね、６カ月たっても１年たっても無料にならない

と、区長会でそういうふうなことをただしましたところ、観光課長の説明で、こ

れは県で補助金をいただいた事業なんで、もしこれを無料にすると補助金を即返

還しなければならないと、それだから100円の利用料はぜひ継続してほしいと、

現在今400円でございます。

それとですね、先ほど申し上げましたとおりその町独自のやはり温泉文化がご

ざいまして、長らくそういうふうな30年来続いていたそういうものをですね、

１町のみに行われたというふうなことで即廃止でなく、例えば伊香保の水道料の

件につきましても調整をですね、３年なり５年をかけて調整をするというふうな

ものもあるわけでございますので、今までずっとそういうふうなことの恩恵に浴

しておった、その町の発展のためにご努力なられた高齢者にですね、そういう町

として発行しておりました寿カードをですね、即廃止というふうなことでなく、

今後の調整期間として３年とか５年のですね、猶予期間を置いてなおかつ統一を

すべきでないかなと、こういうふうに私は感じておるわけでございます。
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続いて、小学校入学時のですね、伊香保町におきましては小学校入学時にラン

ドセルをですね、全員に無料で配付すると。これもですね、実質的なカバンであ

り、なおかつカバーにですね、黄色いカバーをつけて学校の行き帰りに交通事故

に遭わないようにそういうような意味も込めて伊香保町が実施してきた事業でご

ざいます。１町のみでやっている事業だから廃止するんだというようなことでな

く、やはりこういうふうなことを即廃止するというふうなことにつきましては、

これはですね、私は福祉の後退ではないかなと、委員の前にですね、首長さんみ

んないらっしゃいますけれども、福祉の後退のないように地域の発展になるよう

に、それとですね、安らぎとふれあいのほっとなまちづくりをするためにという

ような言葉とちょっと裏腹のような感じがするわけでございます。

前項のですね、皆さんで異議なしというふうなことで承認されましたけれども、

例えば大変申しわけございませんが、子宮がんの検診だとか甲状腺、胃がん、大

腸がん、前立腺がんのですね、有料につきましては、この６市町村が全部同じだ

というふうに書いてございますけれど、これもですね、伊香保町ではことしの４

月から有料になったんですよ。去年までは全部無料だったんです。これは、あく

までもやはり早期発見、早期治療というふうなことで、最終的にはやはり国民健

康保険税の収支を考えて400万円の町の出費により、それは県の条例では３分の

１を補助金というふうなことで書いてございますけれども、伊香保町はことしの

４月から有料になったんですよ。こういうふうなことをですね、例えば大変申し

わけございませんけれども、当局の説明では今までの前任者のですね、課長さん

の職務怠慢であったから値上げしなかったと、説明がそういうふうなことを言わ

れたんです。よく考えてみますと、これ見てみますと全１市１町４カ村で同じ料

金の例えば1,000円、2,000円、1,000円、500円、500円という検診料は同

じようにここには明示されておりますけども、これはあくまでも伊香保町におき

ましてはことしの４月から有料になったと。それ以前は無料だったんです。そし

て、町としてやはりこれも最終的には町から国民健康保険税の出る金が少なくな

ると、早期発見、早期治療というふうなことの福祉のですね、一番根幹にかかわ

るようなことをですね、ここに帳面づらで見ただけでは全部今までずっと取って

あったように見えるけれども、これは伊香保町はことしの４月から自己負担額を

有料化にしたと、こういうふうな事態になっているわけで、大変恐縮でございま

すけれども、できることでしたらこういう寿カード、ランドセル等もですね、即

廃止でなく、例えばこのいろいろな調整見ますと、渋川の例に倣うというような

ことで、例えば入浴につきましては渋川の例に倣いますと合併時に調整するとい

うふうなことで、65歳以上の高齢者及び障害者、入浴券を年３回お配りしてい

ると、こういうところをですね、例えば10回とか30回に訂正してやって、なお

かつ伊香保町の１町で行われておるそういう入浴に対する365日入れるですね、
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そういう券を即廃止にするというふうなことのないような政策をぜひ、来年の新

市の市長選に立候補なさる意思表示をしている木暮会長さん、ちょっとお伺いを

しますが、そういうふうなことに対して現時点の市長さんのお考えはどのような

考えであるか。私が今申し上げた福祉に逆行しているのではないかというふうな

ことに対して、明快なる答えを聞かせていただければありがたいと思います。よ

ろしくお願いします。

事務局長（吉原康之君） ご質問にお答えしたいと思います。

まず、寿カードの関係でありますけれども、先ほど説明をいたしました43ペ

ージの資料の合併時に廃止する事業ということで整理をした事業のお話でありま

す。このうち、一番冒頭にあります身体障害者援護事業の次に市町村有施設利用

券事業というのがあります。これがただいまお話のありましたご質問に関連する

ものであります。これについては、確かにそういった整理で廃止するわけであり

ますけれども、後ほど改めて説明いたしますけれども、59ページをごらんいた

だきたいと思いますが、59ページの上から27のところのさらに下の方へ目を振

っていただきますと、27―６という項目があります。そこにシルバーカード発

行事業というのがありまして、整理としては先ほどの事業を廃止いたしますけれ

ども、一応合併時に調整して統一的に実施するという、そういう整理をいたして

おります。ただ、先ほど説明いたしました43ページの方の事業につきましては、

これは身体障害者といいますか、一定のそういった方たちに利用券というような

ことでお話にありました無料券が配付されてきた事業であるというふうに聞いて

おります。この事業の整理につきましては、結果としてこの調整結果にあります

ように１町のみというような理由も挙げてありますが、お話にもありましたそう

いった視点でもさまざまな議論をしたわけであります。これも過去に既に協議会

の方に報告をし、ご了解していただいているものでありますが、福祉医療助成事

業というのがあります。これにつきましては、乳幼児を初めそういった方たちに

一定の条件で無料医療費の助成をしておるわけであります。この福祉医療の中に

は乳幼児医療の人たちに対する助成もあるわけでありまして、乳幼児医療につき

ましてはご承知のように伊香保町さんが小学１年の就学が終わるまでということ

で、非常に対象が広いわけでありまして、その場合には一番対象が広い伊香保町

に合わせました。これは、ただいまの利用券カードとは直接関係がないわけであ

りますけれども、そのほかに福祉医療の中には身障者の関係で３級の手帳を持っ

ている方、それから療育手帳でＢ級の手帳を持っている方、それから精神の関係

の通院をされている方で、その方に対する福祉医療の助成も行っておりまして、

これも何回か繰り返してお話をしておりますように、福祉医療の関係では約

5,200万円ぐらいそういった一番いいところに合わせるというような調整をした

ものでありますから、結果として財政負担が出るわけであります。乳幼児医療の
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ところだけをマイナスをいたしましても、先ほど申し上げました寿カードに関連

いたしますそういった身障者の方に対する事業の拡大ということで、約3,000万

円ほどぐらい財政影響が出るというような、そういう調整もしたわけであります。

ですから、結果として申し上げたいことはですね、総体的に高齢者に対する、

あるいは身障者に対するそういった状況を見ながら、先ほども結果として整理を

いたしました１町のみにという、そういう結果の整理となっておりますが、そう

いった多角的な検討の中で整理をしたという、こういうことでありますので、全

体的にはそういった意味のレベルアップになっているというようなことでご理解

をぜひいただければと思います。

それから、ランドセル等のお話、これちょっとこの問題と関係ないんでありま

すけれども、お話もありました。それから、国保の関係のお話もありました。こ

ういったことにつきましてもですね、総体的に財政影響額、あるいは住民サービ

スの向上というようなことを総体的に見ながらですね、調整をし、全体の中でど

うかという、こういう検討をですね、各職員組織等含めてですね、検討をしてい

ただきました。その結果がですね、個別の事業の廃止ということにつながってお

りますが、その前提となっております検討につきましては、総合的に乳幼児医療

の問題、それから高齢者福祉の問題含めて検討したということでありますので、

よろしくお願いしたいと思います。

委員（大澤歳男君） 総体的に福祉事業は予算的に配慮しているというようなお答

えをいただいて、私も全般的には了解しておるわけでございますが、この部分に

ついて例えば老人会なりそういうふうなところでですね、こういうふうなことの

合併会議において一つもその全員が賛成なんだかやと、伊香保町の町民の一人と

してそういうものがなくなるということは事実なんで、そういうことに対して新

市になったら福祉の金額が総体的には多く持っているんだから、了解してほしい

というふうなことは理解できますけれども、そういうふうなことに対して実際に

ですね、私どもも老人会の役員もしておりますし、そういうところでどのように

説明するかというふうなこと、それは全体的な新市になったら福祉の、例えば身

障者の方に対しても税を厚くしているんだというようなことだけのことで了解し

てもらえるんなら結構ですけれども、私みたいにやっぱり頭の古い、余り頭のよ

くない人間から見ると、やはりこれは１町のみでやっていたことなんだからとい

うことで即ですね、廃止するということに対しては、どうしても私には納得でき

ませんし、やはり何とかそういうふうなことを段階的に、つまり摩擦の起きない

ような方向づけで事に当たっていただければありがたいと、そういうふうなこと

で、これは報告事項になっておるわけでございますけど、きょうは協議の場所で

ございますので、大変しつこく申し上げて恐縮でございますけれども、個々のこ

の２点、３点だけのことを見たならばですね、やはり私には町民に対してそうい
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うふうなことの現在受益している人たちに対して私が説明しても、納得していた

だけないんではないかなということで再度お願いするわけでございますが、そう

いう入浴に関して、なおかつ先ほども申し上げましたとおり各市町村であるいろ

んな施設に対してのそれはですね、全般的から見ればわかりますけど、じゃ

2,997人の人口から９万人になってそういうふうなことになったと、９万人の都

市になったからでかくなったからこうだというようなことで、30万、50万、

100万都市の政令都市になったらば、じゃどうなるんだというようなことを考え

ると、やはり何かそら恐ろしいようなものを感じるわけなんでございますけども、

ぜひ何とかそういうものを即でなく、やはり段階的に理解できるようなことでや

っていただければありがたいと、これは要望でございますから、答え要りません。

議長（木暮治一君） ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ないようでありますので、お諮りをいたします。

報告第40号につきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご異議ないようでありますので、報告第40号は原案のとお

り承認をされました。

次に、報告第41号 協議項目24―14「農林水産関係事業の取扱い」につい

てを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

報告第41号 協議項目24-14 「農林水産関係事業の取扱い」について

事務局長（吉原康之君） それでは、資料の65ページをごらんいただきたいと思

います。報告第41号 協議項目24―14「農林水産関係事業の取扱い」につい

て、次のとおり報告するものであります。

これにつきましては、以下の表にありますように調整方針を既に決定をしてい

ただいておりますが、そのうちアンダーラインをいたしました３の農業振興対策

及び担い手対策につきましては、合併時に調整するとされておりましたが、その

後の調整の結果で表外にありますようにまとまりましたので、ご報告するもので

あります。

３といたしまして、読み上げてみますと、農業振興対策に係る認定農業者農用

地利用集積促進奨励金交付事業については、子持村、赤城村の例により、農用地

利用集積支援事業等の単独事業については、子持村の例により合併時に統合する

とするものであります。なお、交付要件は現行のとおりとし、助成金の支払いに



- 21 -

ついては利用権の設定時とする。それから、担い手対策に係る認定農業者協議会

支援事業については、現行のとおりとするものであります。

「また、」以降については、先ほどの既に決定をしていただいているものと同

様でありますので、次の67ページをお願いしたいと思います。上段にあります

調整方針及び調整結果につきましては、ただいま説明をいたしたとおりでありま

して、現況の欄をごらんいただきたいと思いますが、まず１の認定農業者農用地

利用集積促進奨励金交付事業でありますが、遊休農地等の有効利用を図るため認

定農業者の農地借用を促進するための事業でありまして、資料の内容につきまし

てはごらんいただいているようにかなり詳細にわたっておりますが、県の補助事

業でありますから、基本的には実施しているところの内容はほぼ同様になってお

ります。一部市町村によっては、市単、あるいは村の単独で実施しているものが

加わっております。調整につきましては、先ほど申し上げましたとおり子持村及

び赤城村の例によりといたしましたので、両村のそれぞれの欄にありますように

なるわけでありまして、ただそれぞれの欄の下段にありますように交付要件につ

きましては異なっておるわけであります。各地区の状況が異なるということから、

現行どおりということにいたしました。

次に、２の農用地利用集積支援事業でありますが、１の事業と同様の目的で実

施されている事業でありまして、渋川市、あるいは子持村の単独事業であります。

これにつきましては、助成対象の広い子持村の事業に合わせるとしたものであり

ます。

それから、４の担い手対策でありますが、現況の欄のとおり伊香保町、小野上

村以外につきましてはそれぞれ認定農業者協議会が設置をされておりまして、支

援事業が実施されておりますが、新市においては農業経営基盤強化基本構想等の

調整が必要となりますことから、先ほど申し上げましたとおり現行とすることに

いたしました。

71ページをお願いいたします。ここでは、表頭にありますように平成18年度

見込みでありますが、財政影響額を整理したものであります。ここでは、ただい

ま申し上げました調整結果に基づきまして平成18年度の見込額ということで整

理をいたしております。それぞれ欄外に金額が記載してありますが、こういった

ことで調整をいたしますと欄外の金額の事業費となるわけであります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりましたが、報告第41号についてご質

問等ございましたらお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご質問もないようでありますので、それではお諮りをいたし

ます。
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報告第41号につきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご異議ございませんので、報告第41号は原案のとおり承認

をされました。

続きまして、次第の４、協議事項、議案第25号 協議項目24―15「商工・

観光関係事業の取扱い」の変更についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

議案第25号 協議項目24-15 「商工・観光関係事業の取扱い」について

事務局長（吉原康之君） それでは、資料の75ページをごらんいただきたいと思

います。議案第25号 協議項目24―15「商工・観光関係事業の取扱い」の変

更につきまして、次のとおり変更するものであります。

以下の表にありますように、既に調整方針については決定をされているところ

でありますが、そのうちアンダーラインの記載の部分になりますが、１の（１）

と（３）及び（５）については新市において調整するとし、また１の（２）につ

きましては渋川市、赤城村及び北橘村の例によるとされておりましたが、その後

さらに検討を進めた結果、表外にありますとおり変更することにいたしましたの

で、ご協議をお願いするものであります。

まず、１の金融制度でありますが、金融制度につきましては次のとおりとする

とするものでありまして、（１）、小口資金については渋川市の例により合併時に

統合する。（２）、商業活性化資金については、合併時に廃止する。（３）、商工貯

蓄共済融資利子補給については、利子補給対象貸付額1,500万円以内、利子補給

率１％以内、利子補給期間５年以内とするものであります。（４）、季節資金につ

きましては、渋川市の例により合併時に統合するとするものであります。（５）、

緊急対策資金につきましては、合併時に廃止するとするものであります。

５でありますが、優良企業誘致促進事業につきまして、工場設置奨励制度は渋

川市の例によるといたしまして、また農村地域工業等導入地区は現行のとおりと

し、当該地区には北橘村の課税の特例制度を適用するとするものであります。

77ページをお願いいたします。上段の調整方針及び調整結果につきましては、

ただいまご説明いたしたとおりであります。

次に、現況の渋川市の欄をごらんいただきたいと思いますが、まず小口資金で

あります。この欄の下段の方になりますが、渋川市は預託制度を採用しておりま

して、他の町村の同様のところを見ていただきますと利子補給制度を採用してお

ります。新市におきましては、同一サービスの提供ということから、このための
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小口審査会の統合、現在小口審査会はそれぞれの市町村にあるわけでありますけ

れども、この小口審査会の統合を可能とするために、渋川市の例に倣って合併時

に統合することにいたしたものであります。

次に、商業活性化資金でありますが、制度を設けているところの実績の記載を

見ていただきますとごらんいただけますように、利用者がほとんどいないこと、

また既に県の協調制度も廃止されたというようなことから廃止することにいたし

ました。

次に、商工貯蓄共済融資利子補給につきましては、群馬県商工連合会の制度で

あることから、商工会議所の会員につきましては利用できないという不均衡は生

じますものの、現町村の商工会は引き続き存続することから存続させることにい

たしました。現況では、表にありますように貸付額、利子補給期間等それぞれ違

いがありますが、先ほど申し上げましたとおり貸付額等の内容を統一し、存続さ

せることにいたしたものであります。

以上で説明を終わります。よろしくご協議の上、ご決定いただきますようお願

い申し上げます。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりましたが、議案第25号について質問

等ございましたらお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） 質問等もないようでありますので、お諮りをいたします。

議案第25号については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） ご異議ございませんので、議案第25号は原案のとおり承認

されました。

以上が本日予定をしております議事事項であります。

次に、次第の５、その他に入らせていただきます。

１、次回会議予定について、事務局から説明をしてください。

そ の 他

事務局次長（五十嵐研介君） 資料の83ページをお願いいたします。次回会議予

定ということでございます。12月27日午後２時から、場所につきましては本日

と同様の渋川プリオパレスでございます。よろしくお願いいたします。

議長（木暮治一君） 事務局の説明が終わりました。

ご質問等ございましたらお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） 特にないようでありますので、この際ですので、委員の皆さ
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んからご意見、ご要望等ございましたらお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議長（木暮治一君） なしの声がありました。

以上をもちまして本日予定いたしました協議事項はすべて終了いたしました。

これで議長を退任させていただきます。ご協力ありがとうございました。

事務局次長（五十嵐研介君） 以上をもちまして第11回渋川地区市町村合併協議

会を閉会いたします。

大変お疲れさまでございました。

閉 会 （午後３時１０分）






